
横須賀市立野比小学校「学校いじめ防止方針」 

〈いじめの定義〉                               令和 5(2023)年 4 月改定 

 一定の人間関係にある児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為で、当該行為の対象になった児童が

心身の苦痛を感じていること(継続的かどうかに関わらない) 

 
◎いじめの未然防止 

・教職員のいじめに対する共通理解 

・児童の人権尊重と児童理解 

・道徳教育を中心とした情操教育 

・家庭、地域との連携 

 

◎いじめの早期発見のために 

・日常的な児童へのかかわりや観察 

・相談窓口の周知・グループ会議(月１回) 

・全職員での情報交換会(２か月毎) 

・児童への学校生活アンケート実施(年２回) 

・ふれあい相談員や SC との連携 

※日常的に◎の２つを特に大切にし、いじめを認知した

場合、「いじめ防止対策委員会」と連携しながら、下記

のように対応して解決を図っていく。 

〈いじめへの対処〉 

 



　　　

教職員の活動 児童の活動 保護者への活動

4月

○グループ会議内で情報共有
○情報交換会

・学級開き・人間関係づくり・学級ルー
ルづくり・野比小のきまり確認【学級活
動】

・地域訪問
・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

5月
○グループ会議内で情報共有
〇情報交換会

・行事を通した人間関係づくり【遠足】
・授業参観　懇談会
・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

6月
○グループ会議内で情報共有
○情報交換会
〇児童指導研修

・楽しい学校生活を送るために(いじめ
チェック）【アンケート】①

・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

7月
○グループ会議内で情報共有
○情報交換会

・保護者との情報交換【個人面談】
・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

8月 ○グループ会議内で情報共有

9月
○グループ会議内で情報共有
○情報交換会

・行事を通した人間関係づくり【キャン
プ】

・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

10月
○グループ会議内で情報共有
○情報交換会

・行事を通した人間関係づくり【修学旅
行】

・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

11月 ○グループ会議内で情報共有
・楽しい学校生活を送るために（いじめ
チェック）　【アンケート】②

・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー
・懇談会

12月 ○グループ会議内で情報共有
・保護者との情報交換【個人面談】
・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

1月 ○グループ会議内で情報共有
・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

2月 ○グループ会議内で情報共有
・行事を通した人間関係づくり
　【６年生を送る会】

・保護者との情報交換【懇談会】
・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

3月
○グループ会議内で情報共有
○情報交換会

・行事を通した人間関係づくり
　【お別れ式・卒業式】

・ふれあい相談員
・スクールカウンセラー

野比小学校　いじめ防止対策のための年間指導計画
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